
 第 １ 号 議 案  

 

 

 

 

 令 和 元 年 度  

 

 

 

 

 

  亀 岡 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和元年度亀岡市一般会計補正予算（第１号） 

 

元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い、「平

成３１年度亀岡市一般会計予算」の名称を「令和元年度亀岡市一般

会計予算」とし、元号による年度表示についても「令和」に読み替

えるものとする。 

令和元年度亀岡市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

                               

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 

３５５，３００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出 

それぞれ３３，６７４，３００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」に

よる。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

令和元年６月３日提出 

 

亀岡市長 桂 川 孝 裕 



第１ 補

１９６，３４１ ２０，

正

３０４ ３，２１６，６

(

４５

２

2

国庫補助金 １，３７９

)

，０８３ ６５，８０３

１

１，４４４，８８６

　

３ 国庫委

歳

託金 ２１，５０３ ３６

　

７ ２１，８７０

入

１６ 府支出金

表

２，８８６，７７７ ２６，８５８ ２，９１３，６３５

１ 府負担金 １，２３３，４２２ １０，１５３ １，２４３，５７５

２ 府補助金 １，４２５，５６

款

２ １６，４０５ １，４

項

４１，９６７

　

補

３ 府委託金 ２２

正

７，７９３ ３００ ２２

前

８，０９３

の

２０ 繰越金 １，０

額

００ ４９，１０９ ５０

補

，１０９

　

１ 繰越金 １，０００

正

４９，１０９ ５０，１

　

０９

２

額

１ 諸収入 ３５４，８６

歳

計

３ ２１，７５９ ３７６

千

，６２２

円

６ 雑入 ３１１，４０

千

５ ２１，７５９ ３３３

円

，１６４

千

２２ 市債 ３，３３６

円

，５００ １７１，１００ ３，５０７，６００

１ 市債 ３，３３６，５００ １

入

７１，１００ ３，５０７，６００

歳　　入　　合　　計 ３３，３１９，０

１

００ ３５５，３００ ３

５

３，６７４，３００

国庫支出

歳

金 ４，５９６，９２７

出

８６，４７４ ４，６８

予

３，４０１

算

１ 国庫負担金 ３，



(3

１５３，２５５

７ 環境交通対策費 ３１７，９３６ ３，５００ ３２１，４３６

３ 民生費 １２，９２１，２

款

３１ ６８，８７１ １２

項

，９９０，１０２

補

１ 社会福祉

正

費 ６，５３６，７００

)

前

６１，１９９ ６，５９

の

７，８９９

額

２ 児童福祉費 ５，

補

０２５，６５０ ７，６

　

７２ ５，０３３，３２

正

２

６ 農

　

林水産業費 １，０２６

額

，２２３ ７８３ １，０

計

２７，００６

千

１ 農業費 ８００

２

円

，７１１ ７８３ ８０１

千

，４９４

円

７ 商工費 ５２０，４

千

９０ ３，２３３ ５２３

円

，７２３

１ 商工費 ５２０，４９０ ３，２３３ ５２３，７２３

８ 土木費 ３，５８９，８９７ ２３４，３８

　

１ ３，８２４，２７８

２ 道路

２

橋梁費 ５３２，３３０

総

１，１００ ５３３，４

務

３０

４

費

都市計画費 ２，７８２

４

，４４５ ２３３，２８

，

１ ３，０１５，７２６

１

９ 消防

０

費 １，２６７，６６５

歳

３

５３９ １，２６８，２

，

０４

１

４

消防費 １，２６７，６

０

６５ ５３９ １，２６８

９

，２０４

２

１０ 教育費 ２，５２

１

６，２１６ ２６，１０

，

７ ２，５５２，３２３

３

２ 小学

８

校費 ７２５，１８８ ２

　

６

２，０００ ７４７，１

４

８８

５

，

社会教育費 ７３８，６

１

０４ ２，７４３ ７４１

２

，３４７

４

６ 保健体育費 ６８，

，

１６４ １，３６４ ６９

７

，５２８

９

歳　　出　　合　　

５

計 ３３，３１９，００

出

０ ３５５，３００ ３３，６７４，３００

１ 総務管理費 ３，１３５，３６９ １７，８８６ ３，



第２表 債務負担行為補正 

 

追 加 

 

事  項 期  間 限 度 額 

市 管 理 街 灯 Ｌ Ｅ Ｄ 化 事 業 
令和元年度から 

令和 11 年度まで 

千円 

 

１００，０００ 

資 源 化 推 進 業 務 委 託 経 費 
令和元年度から 

令和 2年度まで 

 

 

２１，０００ 

 



第３表 地方債補正 
 

変 更 

 

起 債 の 目 的 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 

道 路 橋 梁 整 備 事 業 

千円    千円    

158,700 
 ５％ 

以内 

 
157,900  

 

５％ 

以内 

 
 

（ただし、発
行価格が額面
金額を下まわ
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額） 

(1)普通貸借 
(2)証券発行 
(3)本債にかわる

短期債を起こ
すことができ
る。 

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率） 

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上
償還若しくは
低利に借換え
することがで
きる。 

（ただし、発
行価格が額面
金額を下まわ
るときは、そ
の発行価格差
減額をうめる
ため必要な金
額をこれに加
算した額） 

(1)普通貸借 
(2)証券発行 
(3)本債にかわる

短期債を起こ
すことができ
る。 

（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金等につ
いて、利率
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率） 

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により据
置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上
償還若しくは
低利に借換え
することがで
きる。 

都 市 計 画 事 業 
1,268,600 

〃 
 

〃 

 

〃 

 

〃 

1,418,500 
〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

小学校施設整備事業 
72,000 
〃 

〃 〃 〃 
94,000 
〃 

〃 〃 〃 

計 3,336,500    3,507,600    

 


